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別添２ 

 

歯科診療報酬点数表に関する事項 

 

通則 

１ １人の患者について療養の給付に要する費用は、第１章基本診療料及び第２章特掲診療料の規

定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。 

２ 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔

軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料にも包括されている。 

３ 特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費

用を含んでいる。 

４ 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する

件」（令和４年厚生労働省告示第 55 号）による改正後の「基本診療料の施設基準等」（平成 20

年厚生労働省告示第 62 号）に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。 

５ 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する

件」（令和４年厚生労働省告示第 56 号）による改正後の「特掲診療料の施設基準等」（平成 20

年厚生労働省告示第 63 号）に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。 

６ 基本診療料及び特掲診療料の算定に当たっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」

（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号）を踏まえて、必要な事項を診療報酬明細書に記載する。 

７ 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名（電子的な署名を含む。）がある場

合には印は不要である。 
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に限り算定する。ただし、電話又はビデオ通話による指示等が、同日における初診又

は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容

のものである場合等は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール

等による再診は、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定するものとし、この場

合において、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該

ファクシミリ等の写しを添付する。 

ハ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められ指示し

た場合は、乳幼児加算を算定する。 

ニ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者

から電話等によって治療上の意見を求められ指示した場合は、時間外加算、休日加算

又は深夜加算を算定する。 

(５) その他初診料と共通の項目は、区分番号Ａ０００に掲げる初診料と同様であり、医科

と共通の項目は、医科点数表の第１章第１部第２節区分番号Ａ００１に掲げる再診料の

例により算定する。 

(６) 「注４」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる

状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算を算定した場合は、当該加算を算定した日の

患者の状態を診療録に記載する。 

イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態 

ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協

力が得られない状態 

ハ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態 

ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科

診療に際して家族等の援助を必要とする状態 

(７) 「注８」に規定する再診時歯科外来診療環境体制加算１及び再診時歯科外来診療環境

体制加算２は、再診時の歯科外来診療の環境の整備を図る取組を評価したものであり、

区分番号Ａ０００の「注９」に規定する別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体

制加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療

機関において、外来診療に係る再診を行った場合に加算する。 

(８) 「注 10」に規定する電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システム

の活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン

資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活

用して診療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基

準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第３条第 13 項に規定す

る電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、

月１回に限り算定する。 

ただし、同一月に区分番号Ａ０００の「注 12」に規定する当該患者に係る診療情報

等を取得した上で診療を行い、電子的保健医療情報活用加算を算定した場合にあっては

算定できない。なお、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医

療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」の点数を算定した場合に

は、同一月であっても算定できるものとする。 
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 第２部 入院料等 

第１節 入院基本料 

医科と共通の項目について、医科点数表の第１章第２部第１節に掲げる入院基本料の例によ

り算定する。 

 

第２節 入院基本料等加算 

１ 医科と共通の項目について、医科点数表の第１章第２部第２節に掲げる入院基本料等加

算の例により算定する（区分番号Ａ２０４－２に掲げる臨床研修病院入院診療加算を除

く。）。 

ただし、総合入院体制加算は、医科歯科併設の病院にあって医科について算定する場合

に限り、歯科疾患について入院する患者についても同様とする。 

２ 地域歯科診療支援病院入院加算は、在宅歯科医療又は障害者歯科医療を後方支援する地

域歯科診療支援病院の機能を評価したものであり、別の保険医療機関において区分番号Ｃ０

００に掲げる歯科訪問診療料又は基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定した患者で

あって、当該別の保険医療機関による歯科診療が困難であると判断されたものについて、当

該別の保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受け、入

院させた場合に入院初日１回に限り算定する。ただし、入院の月又はその前月に当該別の保

険医療機関において、区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｃ００１－

３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１－５に掲げる在宅患者訪問口腔リハ

ビリテーション指導管理料又は区分番号Ｃ００１－６に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビ

リテーション指導管理料を算定した場合に限る。 

Ａ２０４－２ 臨床研修病院入院診療加算 

(１) 研修歯科医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修施設及

び研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定

する。なお、ここでいう入院初日とは、医科点数表第１章第２部通則５に規定する起算

日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 

(２) (１)において研修を実施している場合とは、単独型臨床研修施設においては実際に研

修歯科医が研修を実施している期間及び研修歯科医が研修協力施設において研修を実施

している期間、管理型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が実施している期間及

び研修歯科医が協力型臨床研修施設又は研修協力施設において研修を実施している期間、

協力型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が研修を実施している期間をいう。 

(３) 研修歯科医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録は

指導の内容が分かるように指導歯科医自らが記載を行い、署名する。 

 

第３節 特定入院料 

１ 医科と共通の項目について、医科点数表の第１章第２部第３節に掲げる特定入院料の例に

より算定する。 

２ 「通則５」の特定入院料に含まれる費用の範囲に、歯科点数表の第２章第８部第１節区分

番号Ｉ０１７に掲げる口腔内装置、区分番号Ｉ０１７－１－２に掲げる睡眠時無呼吸症候群
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(５) 「注５」は、「注３」に規定する患者を除き、初診日から入院している患者（歯科診

療に限る。）について、退院後に歯科疾患の継続的管理が必要な場合の取扱いを定めた

ものをいい、入院前に外来において歯科診療を行った場合（外来の歯科診療を行った日

と入院日が同日である場合に限る。）も歯科疾患管理料を算定する。 

(６) 区分番号Ｂ０００－６に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号Ｂ０００－７

に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号Ｂ０００－８に掲げる周術期等口腔機

能管理料(Ⅲ)、区分番号Ｂ００２に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号Ｃ００１

－３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ００１－５に掲げる在宅患者訪問口

腔リハビリテーション指導管理料、区分番号Ｃ００１－６に掲げる小児在宅患者訪問口

腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号Ｎ００２に掲げる歯科矯正管理料を算定

した患者は、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から歯科疾

患管理料を算定できる。この場合において、管理計画を作成して患者等に説明する。 

(７) 歯科疾患管理料は、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料若しくは区分番号

Ｈ００１－２に掲げる歯科口腔リハビリテーション料１（「１ 有床義歯の場合」に限

る。）を算定している患者（有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。）に対して当

該歯科疾患管理を行った場合又は口腔機能低下症若しくは口腔機能発達不全症の患者に

対して口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合若しくは正常な

口腔機能の獲得を目的として医学管理を行う場合は当該管理料を算定できる。なお、口

腔粘膜疾患等（「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養管理料に規定

する疾患に掲げる疾患を除く。）を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る

治療（有床義歯を原因とする疾患に係る治療を除く。）又は管理を行っている場合は算

定できる。 

(８) 再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患管理料は算定できない。 

(９) 「注８」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う

蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをい

う。 

（う蝕多発傾向者の判定基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 齢 

 

 

歯冠修復終了歯 

 

乳 歯 

 

永 久 歯 

 

0～4 歳 

 

1 歯以上 

 

－ 

 

5～7 歳 

 

2 歯以上  又 は  1 歯以上 

 

8～11 歳 

 

2 歯以上  又 は  2 歯以上 

 

12～15 歳 

 

－ 

 

2 歯以上 
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として区分番号Ｊ０６３に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の

状態の評価を目的として実施する検査であり、４点以上の歯周ポケット測定、プロービ

ング時の出血の有無並びに必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラ

ークの付着状況を検査した場合に算定する。 

(２) 部分的再評価は、手術後１回に限り算定する。 

(３) 区分番号Ｃ００１－５に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び

区分番号Ｉ０１１－２に掲げる歯周病安定期治療の算定期間中は算定できない。 

(４) 区分番号Ｄ００２に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価は、歯周病検査に含

まれ別に算定できない。 

Ｄ００２―６ 口腔細菌定量検査 

(１) 口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取され

た唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することを

いう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検

査に関する基本的な考え方」（令和４年３月日本歯科医学会）を参考にすること。 

(２) 当該検査は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断

を目的として実施した場合に算定できる。 

イ 在宅等において療養を行っている患者 

ロ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号Ａ

００２に掲げる再診料の(６)のイ、ロ若しくはニの状態の患者 

(３) 「注２」に規定する第２回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算

して１月以内に実施した場合に、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定す

る。 

(４) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。 

Ｄ００９ 顎運動関連検査 

(１) 顎運動関連検査とは、顎運動に関する一連の検査を評価したものをいい、下顎運動路

描記法（ＭＭＧ）、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検

査をいい、検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物１装置につき１回のみの算定

とする。ただし、検査の種類・方法にかかわらず、１回の算定とすべき一連の顎運動関

連検査の結果と同一の検査結果を活用して、複数の欠損補綴物を製作した場合も、１回

の算定とする。なお、計画的に欠損補綴物を製作する場合は、必要性を十分考慮した上

で実施する。 

(２) 顎運動関連検査とは、当該検査を実施することにより支台歯とポンティックの数の合

計が６歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合

又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能

となる場合に行うものをいう。 

(３) 下顎運動路描記法とは、歯の欠損を有する患者に対して、三次元的に下顎の運動路を

描記可能な歯科用下顎運動路測定器を用いて、有床義歯製作時の下顎位を決定するため

に行うものをいう。 

(４) ゴシックアーチ描記法とは、上顎に対する下顎の位置が不明確な患者に対して、咬合

採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口
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３月以内の患者に限っては、１日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、次のい

ずれかに該当する患者をいう。 

イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障

害があるもの 

ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる

ものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの 

(２) 摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻（開始時刻と終了時

刻）、療法の内容の要点等を記載する。 

(３) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う

嚥下訓練は、摂食機能療法として算定する。 

(４) 「２ 30 分未満の場合」については、脳卒中の発症後 14 日以内の患者に対し、15 分

以上の摂食機能療法を行った場合に算定できる。なお、脳卒中の発症後 14 日以内の患

者であっても、30 分以上の摂食機能療法を行った場合には「１ 30 分以上の場合」を

算定できる。 

(５) 「注３」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援

に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム（以下「摂食嚥下支援チーム」

という。）等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対し

て、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。 

(６) 「注３」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算を算定する摂食機能療法を行うに当たっ

ては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意する。 

(７) その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表の区分番号Ｈ００４に掲げる

摂食機能療法の例により算定する。 

Ｈ００１－２ 歯科口腔リハビリテーション料１ 

(１) 「１ 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした

調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の

適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係

る調整又は指導を行った場合に、月１回に限り算定する。この場合において、調整部位

又は指導内容等の要点を診療録に記載する。 

(２) 「１のロ 困難な場合」とは、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料の(３)

に掲げる場合をいう。 

(３) 区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義

歯の装着日の属する月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又

は指導は、「１ 有床義歯の場合」により算定する。 

(４) 区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義

歯の装着日の属する月から起算して１年以内の期間において、当該有床義歯の装着部位

とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「１ 有床義歯の場合」を算定

し、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。 

(５) 有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、区分番号Ｍ０２９に掲げ

る有床義歯修理を算定した場合は、区分番号Ｂ０１３に掲げる新製有床義歯管理料の

「注２」の規定に関わらず、「１ 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装
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き当該処置を行った場合においても、歯周基本治療はどちらか一方の主たる疾患に対

してのみ算定する。 

Ｉ０１１－２ 歯周病安定期治療 

(１) 歯周病安定期治療は、区分番号Ｂ０００－４に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号Ｃ

００１－３に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、４ミリメ

ートル以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、

一時的に症状が安定した状態にある患者に対する処置等を評価したものである。なお、

一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結

果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症

状が安定していると考えられる４ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態

をいう。 

(２) 区分番号Ｂ００２に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当

該管理料の「注１」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(１)と同

様の状態にある患者については、歯周病安定期治療を算定できる。 

(３) 歯周病安定期治療は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラー

クコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械

的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に１口腔につき月１回に限り算定する。

なお、２回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施した月の翌月から起算して２

月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされ

る次の場合は、３月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療は月１回に限り算定する。

この場合において、実施する理由（「イ 歯周外科手術を実施した場合」を除く。）及

び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ及びハは、主治の医師からの文書を添付す

る。 

イ 歯周外科手術を実施した場合 

ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合 

ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合 

ニ 侵襲性歯周炎の場合（侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特

殊性歯周炎をいう。） 

(４) 歯周病安定期治療は、その開始に当たって、歯周病検査を行い、症状が一時的に安定

していることを確認した上で行い、歯周病検査の結果の要点や歯周病安定期治療の治

療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等に対して提供

し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。その他療養上必要な管理事

項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。 

(５) ２回目以降の歯周病安定期治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必要に

応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認する。また、必要に応じて文

書を患者又はその家族等に提供する。 

(６) 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施した区分番号Ｉ０００－２に掲げる咬合調

整（「ロ 二次性咬合性外傷の場合」として行った場合に限る。）、区分番号Ｉ０１

０に掲げる歯周病処置、区分番号Ｉ０１１に掲げる歯周基本治療、区分番号Ｉ０２９

－２に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号Ｉ０３０に掲げる機械
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り当該義歯をそのまま使用できるときは、「１ 簡単なもの」を算定して差し支えない。 

(６) 「２ 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、５分の４冠、４分の３冠、

接着冠、レジン前装金属冠、メタルコア（(９)の場合を除く。）又は当該歯が急性の歯

髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困

難な金属歯冠修復物の除去をいう。 

(７) 「２ 困難なもの」により算定するものは、(６)の他、次のものをいう。 

イ 滑面板の撤去 

ロ 整復装置の撤去（３分の１顎につき） 

ハ ポンティックの除去 

ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断

しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断 

ホ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断し

て除去を行った場合 

ヘ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去 

ト 高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック（１歯につき） 

チ キーパー付き根面板（(10)の場合を除く。）の除去 

(８) (１)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）の実施等に当たっ

て、必要があってキーパーを除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより

当該義歯をそのまま使用できるときは、「２ 困難なもの」を算定して差し支えない。 

(９) 「３ 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、区分番号Ｍ０１０－２に掲

げるチタン冠、区分番号Ｍ０１１－２に掲げるレジン前装チタン冠若しくはメタルコア

又は支台築造用レジンを含むファイバーポストであって歯根の長さの３分の１以上のポ

ストを有するものをいう。 

(10) 「３ 著しく困難なもの」により算定するものは、(９)の他、次のものをいう。 

イ 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状

態にある鋳造体 

ロ 歯根の長さの３分の１以上のポストを有するキーパー付き根面板の除去 

なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合

においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。 

Ｉ０２１ 根管内異物除去 

(１) 当該費用を算定する異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの

（リーマー等）をいう。 

(２) 根管内異物除去は１歯につき１回に限り算定する。 

(３) 当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、当該点数

を算定できない。 

(４) 手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯の根管内に残留する異物を歯科

用３次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕

微鏡を用いて除去を行った場合に算定する。なお，歯根の長さの根尖側２分の１以内に

達しない残留異物を除去した場合は算定できない。 
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を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。 

(８) (６)にかかわらず、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して硬質レジンジャ

ケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。 

Ｍ０１５－２ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 

(１) ＣＡＤ／ＣＡＭ冠とは、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料との互換性が制限されない歯科用Ｃ

ＡＤ／ＣＡＭ装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物をいう。 

(２) ＣＡＤ／ＣＡＭ冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。 

イ 前歯又は小臼歯に使用する場合 

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な

咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合 

ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する

場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療

情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく場合に限る。） 

(３) ＣＡＤ／ＣＡＭ冠を装着する場合は、次により算定する。 

イ 歯冠形成を行った場合は、１歯につき、生活歯の場合は区分番号Ｍ００１に掲げる

歯冠形成の「１のロ 非金属冠」及び区分番号Ｍ００１に掲げる「注５」の加算を、

失活歯の場合は区分番号Ｍ００１に掲げる歯冠形成の「２のロ 非金属冠」及び区分

番号Ｍ００１に掲げる歯冠形成の「注８」の加算を算定する。 

ロ 印象採得を行った場合は、１歯につき、区分番号Ｍ００３に掲げる印象採得の「１

のロ 連合印象」を算定する。 

ハ 装着した場合は、１歯につき区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「１ 歯冠修復」、

区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「注１」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。 

(４) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合に

おいて、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、

各根管に対し歯内療法を行った上で、１つのＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料からＣＡＤ／ＣＡ

Ｍ冠（近心根及び遠心根に対する補綴物が連結されているものに限る。）を製作し、装

着する場合は、区分番号Ｍ０１０に掲げる金属歯冠修復の(９)に準じて算定する。 

なお、歯冠修復における保険医療材料料は、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料(Ⅲ)１歯分とし

て算定する。 

(５) 特定保険医療材料料は別に算定する。 

Ｍ０１５－３ ＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

(１) ＣＡＤ／ＣＡＭインレーとは、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料との互換性が制限されない歯

科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠修復物をい

い、隣接歯との接触面を含む窩洞（複雑なもの）に限り、認められる。 

(２) ＣＡＤ／ＣＡＭインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。 

イ 小臼歯に使用する場合 

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な

咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合 

ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する

場合（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療
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情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく場合に限る。） 

(３) ＣＡＤ／ＣＡＭインレーを装着する場合は、次により算定する。 

イ 窩洞形成を行った場合は、区分番号Ｍ００１－３に掲げるう蝕歯インレー修復形成

の場合を除き、１歯につき区分番号Ｍ００１に掲げる歯冠形成の「３のロ 複雑なも

の」を算定する。 

ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、１個につき区分番号Ｍ００３に掲げる印象

採得の「１ 歯冠修復」又は区分番号Ｍ００６に掲げる咬合採得の「１ 歯冠修復」

を、装着した場合は、１歯につき区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「１ 歯冠修復」、

区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「注１」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。 

(４) 特定保険医療材料料は別に算定する。 

Ｍ０１６ 乳歯冠 

(１) 「１ 乳歯金属冠」とは、乳歯に対する既製の金属冠をいう。 

(２) 乳歯金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。 

イ 歯冠形成を行った場合は１歯につき、生活歯の場合は区分番号Ｍ００１に掲げる歯

冠形成の「１のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号Ｍ００１に掲げる歯冠形成

の「２のハ 既製冠」を算定する。 

ロ 印象採得を行った場合は１歯につき、区分番号Ｍ００３に掲げる印象採得の「１の

イ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号Ｍ００６に掲げる咬合

採得の「１ 歯冠修復」を算定する。 

ハ 装着した場合は、１歯につき区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「１ 歯冠修復」及

び保険医療材料料を算定する。 

(３) 「２ １以外の場合」は、次の場合に算定する。 

イ 乳歯に対してジャケット冠を装着する場合 

① 歯冠形成を行った場合は１歯につき、生活歯の場合は区分番号Ｍ００１に掲げる

歯冠形成の「１のロ 非金属冠」を、失活歯の場合は区分番号Ｍ００１に掲げる歯

冠形成の「２のロ 非金属冠」を算定する。 

② 印象採得を行った場合は１歯につき、区分番号Ｍ００３に掲げる印象採得の「１

のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は区分番号Ｍ００６に掲げる咬

合採得の「１ 歯冠修復」を算定する。 

③ 装着した場合は、１歯につき、区分番号Ｍ００５に掲げる装着の「１ 歯冠修復」

及び保険医療材料料を算定する。 

ロ 乳歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実

施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧

接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合 

この場合において、生活歯に歯冠形成を行った場合は区分番号Ｍ００１に掲げる歯

冠形成の「１のロ 非金属冠」により算定し、失活歯に歯冠形成を行った場合は区分

番号Ｍ００１に掲げる「２のロ 非金属冠」により算定し、使用した保険医療材料料

は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「(１) 単純なもの」と「(２) 複雑なもの」を合算

して算定する。なお、永久歯の前歯に対して行う場合についても、区分番号Ｍ０１６

に掲げる乳歯冠の「２ １以外の場合」により算定して差し支えない。 
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